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１ 入札に関する事項 

本業務の入札は、掲示文兼入札説明書、見積（合せ）執行通知書及び本説明書に記載する条件による。 

 

２ 設計請負契約に関する事項 

本業務の契約書は、本説明書・土木設計業務等共通仕様書(案)・質疑応答書及び「土木設計業務等請負契約

書」による。 

 

３ 設計業務内容について 

本業務内容は、別添「設計業務仕様書」、「質疑応答書」による。 

 

４ 業務成績評定について 

１件の請負金額が 200 万円を超える業務については、業務成績評定の対象業務とする。受注者には業務完了

後、業務成績評定点を通知する。なお、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目とし

て使用することがある。 

 

５ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法）への対応について 

基本設計においては、別表－１に示す特定調達品目について、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コス

ト等に留意しつつ、調達の可能性について検証し、チェックシート(別表－２）にて報告すること。 

実施設計業務においては、基本設計における検証結果に基づき、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コ

スト等を確認し、可能な品目については積極的に調達を推進すること。なお、調達を実施する品目については、

設計図書に明記し、使用に際しての留意事項を記載すること。（別表－１～３参照） 

 

６ 測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）への業務データの登録 

受注者は、契約時又は完了時において、請負金額が 100 万円以上の業務については、当該業務に係るデータを

（一財）日本建設情報総合センターが設置している測量調査設計業務実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）に登録

すること。                                     

 

７ 業務環境の改善 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイー

クリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別紙－１）に基づき、調査職員と確認・

調整した内容について取り組むものとする。 

 

以 上 
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第１編  

第１章 一般事項 

 

１－１適用 

（１）本特記仕様書は、「０５－東豊中第二団地外１団地橋梁補修工事設計」（以下「本業務」という。）

に適用する。本業務を実施するにあたっては、本特記仕様書によるほか、「保全（土木・造園）設計

業務等共通仕様書(案)」（以下「共通仕様書」という。）による。 

（２）本業務の実施に当たり、本特記仕様書等に疑義を生じた場合については、別途、協議するものとする。 

 

１－２業務範囲 

業務の範囲は以下の２橋とする。 

橋長、全幅員及び構造形式等の情報については、別添１に示す。 

また、橋梁に係る諸元等詳細情報については、別添２－１～２－４に示す。 

（１）東豊中第二橋（ひがしとよなかだいにはし） 

（２）新多聞第４歩道橋（しんたもんだいよんほどうきょう） 

 

１－３業務の履行期間 

契約締結日の翌日 から 令和６年 10 月 31 日 

 

１－４地区所在 

（１）東豊中第二団地 豊中市東豊中町５丁目２（別添２－１・２－３） 

（２）新多聞団地 神戸市垂水区本多聞４丁目（別添２－２・２－４） 

 

１－５管理技術者 

管理技術者は、共通仕様書 1.1.6 の定めのほか、入札説明書４(1)⑥に示す。 

 

１－６照査技術者 

共通仕様書 1.1.7 の照査に当たっては、照査技術者を配置するものとし、下記①に示す条件を満たす

ものとする。 

①下記のいずれかの資格を有する者。 

・ 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）の資格を有し、技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）に

よる登録を行っている者 

・ ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者 

・ 土木学会認定（特別上級、上級又は一級）土木技術者の資格を有する者 

・ コンクリート診断士又は土木鋼構造診断士 
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１－７特記事項 

（１）共通仕様書総則 1.1.7「照査技術者及び照査の実施」の特記 

① 受注者は、本業務請負契約書第 12 条の規定に基づき、本業務の照査技術者を定め機構に通知するこ

と。 

② 照査時期及び照査項目については、共通仕様書に基づき照査計画書を調査職員へ提出し、承認を受け

ること。 

（２）共通仕様書総則 1･1･30「安全等の確保」の特記 

① 道路等の計画地周辺の現況確認を行うために必要となる道路管理者等との事前調整を行うこと。 

 

第２章 設計業務等一般 

２－１業務目的 

１－２に示す橋梁において、鉄筋およびコンクリート、鋼材、伸縮装置、舗装等の劣化診断における

計画、調査、測定を行い、劣化原因の推定・健全度評価・将来的な劣化予測並びに補修・補強の要否の

判定及び対策を立案し、対策工事に必要な実施設計を行うことを目的とする。 

 

２－２使用する技術基準等 

本業務で使用する技術基準等は以下のとおりとする。ただし、適用基準の最終決定は、自治体及び調

査職員との協議による。 

（１）関係法令等 

・都道府県開発指導要綱 

・道路法 

・道路構造令 

・その他関係法令等 

（２）技術基準等 

・日本道路協会  道路構造令の解説と運用（最新版） 

・日本道路協会  舗装設計施工指針（最新版） 

・日本道路協会  道路橋示方書 共通編・鋼橋編・下部構造編・耐震設計編（最新版） 

・兵庫県及び大阪府における福祉関連条例及び整備マニュアル 

・その他関係技術基準等 

 

２－３貸与する資料 

（１）資料 

・団地平面図、配置図 一式 

・保全（土木・造園）設計業務等共通仕様書(案) 

・保全工事マニュアル 

・修繕等実施基準 一式 

・居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領(案)土木設計編 

・居住環境整備事業等における土木関連業務に係るＣＡＤ製図基準(案) 

・過年度当該橋梁点検業務報告書 

（２）受注者は機構からの貸与品を無断で外部への持出し・閲覧、複写、又、譲渡してはならない。 

（３）本業務請負契約書第 17条第１項に規定する貸与品等の受渡場所は、発注者の事務所とする。 
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２－４購入を要する資料 

・基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準       令和２年度版 

・保全工事共通仕様書                 令和２年度版 

・土木工事標準設計図集               令和４年度版 

・造園施設標準設計図集               平成 30 年度版 

・撤去･移設等標準設計図集(土木造園編)        平成 11年度版 

・土木・造園工事積算要領              令和４年度版  

 

第３章 その他 

３－１打ち合わせ 

本業務に関する打ち合せは、下記の区切りにおいて行うものとする。なお、業務着手時と業務完了時

には管理技術者も同席するものとし、打合せ記録は受注者が作成し相互に確認するものとする。打合せ

は１回につき２橋まとめて実施するものとし、打合せ回数は４回を見込む。 

・業務着手時（業務計画書提出時） 

・中間時 １回/月 

・業務完了時 

 

３－２関係機関協議 

・調査及び設計に必要な関係機関との協議資料の作成を行い、協議の際は調査職員と同行する。 

・協議回数は３回（桁下道路管理者（１団地）および労働基準監督署（２団地））を見込む。 

 

３－３成果品 

（１）業務の成果品は、共通仕様書及び成果品一覧のとおり 

・上記電子データ一式（ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒに記録する） 

電子データはオリジナルデータに加え、報告書形式の PDF データも作成すること。 

（２）電子納品をする成果品については原則、以下に従うものとする。 

・「居住環境整備事業等による土木関連業務に係る電子納品要領(案)土木設計編」 

・「居住環境整備事業等における土木関連業務に係る CAD 製図基準（案）」 

 

３－４提出書類使用 

受注者は仕様書で規定されている提出書類にあたってはグリーン購入法の規定に基づく再生紙を使用

するものとする。 

 

３－５個人情報の取扱い 

個人情報等の保護に関する特約条項第２条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所

から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。 

（１）保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。 

（２）取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し、施錠する。 

（３）取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。 

（４）原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。 
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３－６暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）本業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）を受

けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行

うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を

記載した文書により発注者に報告すること。 

（３）（１）及び（２）の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止の措置を講じることがある。 

（４）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者

と協議を行うこと。 

 

３－７土木設計業務成績評定について 

本業務は、業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与

した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。 

 

３－８業務中の安全確保 

受託者は、現場作業中における安全確保をすべてにおいて優先させ、常に現場作業中の安全に留意し

現場管理を行い、災害防止を図ること。また労働安全衛生関連法令に基づく措置を常に講じなければな

らない。なお、現場作業中に事故が発生した場合には、直ちに指示者に報告するとともに指示者が指示

する様式で、指示する期日までに事故報告書を提出しなければならない。 

 

３－９再委託 

（１）受注者は、本業務における「主体的部分」について再委託することはできない。 

（２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料収集・整理、パース図作成及

び模型作成などの簡易な業務の再委託にあたっては、担当職員の承諾を必要としない。 

（３）受注者は、（２）に規定する以外の再委託にあたっては、担当職員の承諾を得なければならない。 

 

３－１０設計業務実績データ（ＴＥＣＲＩＳ）の情報提供について 

当該業務について、「業務実績情報システム（ＴＥＣＲＩＳ）」〔ＪＡＣＩＣ（(一財)日本建設  

情報総合センター）℡.03-3505-0440 〕の仕様に基づく「登録のための確認のお願い」を、当職員の確

認を受けた後にＪＡＣＩＣに提供するとともに、ＪＡＣＩＣが発行する「登録内容確認書」の写しを担

当職員に提出しなければならない。なお、各々の提出期限は、以下のとおりとする。 

   ① 受注時登録データ → 契約締結後１０日以内 

② 完了時登録データ → 業務完了後１０日以内 

③ 受注時登録データの内容変更があった場合は変更があった日から１０日以内 

 

第２編  

第１章 業務内容 

１－１現地踏査 

（１）架橋地点の現地踏査を行い、特記仕様書に基づいた設計範囲及び貸与資料と現地との整合性を目視に

より確認するものとする。また、以下の事項に留意し確認を行う。 
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①沿道状況、交差状況、用地条件（工事用道路、施工ヤード等の施工性判断） 

②損傷箇所の位置及び状況 

③過年度の補修箇所の状況 

④補修範囲決定 

⑤占用物件および施工上支障となる物件の位置および状況 

（２）以下の場合については調査職員と協議を行う。 

・現地踏査等の結果等から、何らかの詳細調査が必要と判断された場合 

・現地踏査で足場等仮設物や橋梁点検車、交通誘導員が必要と判断された場合 

 

１－２現地調査（詳細調査） 

（１）２橋のうち、東豊中第二橋は橋桁から低濃度 PCB が検出されており、新多聞第４歩道橋については、

PCB の含有は無い（建設年度から PCB の流通無し）。 

（２）新多聞第４歩道橋について、部材塗料の有害物質含有量試験および溶出量試験（鉛、六価クロム）を

実施する。これらの分析結果をまとめ、報告書を作成すること。また、塗膜の採取部については錆止

め塗装を行う。 

（３）有害物質の試験は、土木研究書資料 土木構造物用塗膜剥離材ガイドライン（案）平成 29 年 3 月より

以下の方法で行う。 

①分析試験の対象は下表のとおり合計３検体とする。 

部位 含有量試験および溶出量試験 備考 

桁 鉛・六価クロム【新多聞】１検体 － 

手摺 
PCB・鉛・六価クロム【東豊中】１検体※ 

鉛・六価クロム【新多聞】１検体 

※PCB については含有量試験のみ実施

し、溶出量試験は行わない 

 

②含有量試験 

・PCB：低濃度 PCB 含有廃棄物に関する測定方法、第２章８、塗膜くず（含有試験）（第５版令和２年

１０月 環境省）。 

・六価クロム：JISK5674:2008 付属書 B 塗装中のクロムの定量  

・鉛：JISK5674:2008 付属書 A 塗料中の鉛の定量 

③溶出量試験 

・鉛・六価クロム：産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（環境省告示 35 号）」 

 

１－３形状調査・一般図作成 

現況形状を図面に復元し、補修検討・詳細設計及び維持管理の基礎資料に供する。なお、既往資料が

ある場合も資料の整合を確認するため、現況の主要寸法を測定する。 

 

１－４補修工法検討 

・過年度の橋梁点検結果および現地調査によって、補修が必要と判定される部位について、損傷の種類、

損傷箇所、損傷程度、損傷の進行状況等を整理し、損傷原因を特定の上、適切な補修工法を３案程度

抽出する。これらについて経済性（ＬＣＣ含む。）、施工条件（施工性、制約等）、安全性、環境保

全、維持管理のしやすさ等により総合的に評価し最適な工法を選定する。 

・鋼部材の防食機能の劣化・腐食、ＲＣ部材の剥落に起因するＢ判定については、適切な補修工法（塗

装：全面塗替 or 部分塗替、剥落：剥落対策）を比較検討の上選定する。なお、色彩については調査職

員と協議の上、決定する。 

・デッキプレート床版から遊離石灰、漏水等がある場合については、防水層設置を伴う舗装の打替えを
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検討する。 

・また、その他の損傷部位については、対象部位の施工方法を考慮し、上記の対策が必要と判断される

部位と同時期に対策を講じることが経済性、施工性、予防保全の観点から優位となる対象部位を検討

し、修繕範囲を決定する。 

 

１－５補修設計 

上記１－４にて選定された橋梁補修工法について、補修設計を行い、橋梁位置図、既設一般図（補修

前）、補修一般図、構造図および詳細図を作成する。 

 

１－６仮設図 

補修工事の際に橋上あるいは桁下の歩行者や車両の切り回しが必要な場合は、規制の規模や幅員、防

護等を記入した施工図を作成する。 

また、施工に仮設足場が必要な場合は、足場の構造や寸法等を記入した仮設図を作成する。 

 

１－７数量算出 

工種ごとに、土木工事数量算出要領に基づき、数量計算を実施し、数量計算書を作成する。 

 

１－８施工計画 

構造物の規模、道路の交差条件、計画工程表、施工順序、施工方法、資材・部材の搬入計画、仮設備

計画等に当たって必要な計画書を作成する。 

 

１－９関係機関との協議資料作成 

 関係機関との協議用資料・説明用資料を作成する。 

 

１－１０照査 

照査は、下記の事項に留意し行うものとする。 

・基本条件の決定に際し、設計に必要な現地条件、基礎情報を十分に留意し把握しているか確認を行い、

その内容が適切であるか十分照査する。特に、現地条件については、設計の目的に対応した情報が得

られているか照査する。 

・補修詳細設計の一般図・構造図・詳細図が、既設部と補修部の取り合いや整合が、適切にとれている

か照査する。また、詳細調査結果・支障物件・近接・施工条件等が、設計計画に十分に反映されてい

るか照査する。 

・設計方法・解析モデル・応力計算等が、妥当であるか照査を行う。また、仮設計画や施工計画におい

て、比較検討により適切な工法を選定するとともに、交差条件等の支障物件等が十分に踏まえた設計

計画となっているか照査する。 

・設計計算結果が、詳細図・数量計算に適切に反映し、整合がとれているか十分に照査を行う。また、

現地条件が詳細図・数量計算等に適切に反映され、整合がとれているか照査する。 

 

１－１１報告書作成 

設計業務の成果として、概要書（現地踏査結果等及び橋梁補修工法選定理由、施工段階での注意事項、

検討事項等）、設計計算書、詳細図面、数量計算書、施工計画書等についてとりまとめたものを作成す

る。 

- 7 -



 

１－１２法令等に基づく届出等チェックシートの提出 

受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて別表－４「届出等チェ

ックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、

届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「－」印を記入の上、設計図書等と

併せ、成果品として提出すること。なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。 

 

１－１３成果品 

（１）成果品は、以下を参考とする。 

設 計 設   計   図   書 縮 尺 等 概            要 

共 通 表 紙 

案 内 図 

特 記 仕 様 書 

数 量 表 

一  式 

一  式 

一  式 

一  式 

表紙、図面、目録 

団地の案内、工事場所の案内図 

工事種目、各種目の特記仕様 

各工事種目別の数量一覧表 

設 計 説 明 書 現 況 調 査 結 果 

設 計 検 討 資 料 

 

関 係 機 関 と の 協 議 資 料 

そ の 他 参 考 資 料 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

 

一  式 

一  式 

 

設計条件、設計根拠資料、特殊な資材・広

報等に関する説明資料等 

 

写真他 

橋 梁 設 計 一 般 図 

橋 梁 位 置 図 

設 計 条 件 表 

平 面 図 

側 面 図 

横 断 図 

地 下 埋 設 物 平 面 図 

架 空 線 平 面 図 

付 属 施 設 詳 細 図 

各 種 詳 細 図 ・ 構 造 図 

補 修 工 法 比 較 表 

改 修 詳 細 図 

施 工 ス テ ッ プ 図 

仮 設 図 

協 議 図 書 

概 算 工 事 費 

1/200 ～1/500 

1/200 ～1/500 

適  宜 

1/200 ～1/500 

縦1/100 横1/500 

1/200 ～1/500 

1/200 ～1/500 

1/200 ～1/500 

適  宜 

適  宜 

適  宜 

適  宜 

適  宜 

適  宜 

適  宜 

Ａ４サイズ 

 

 

 

上部工・下部工（現況図、改修図） 

上部工・下部工（現況図、改修図） 

上部工・下部工（現況図、改修図） 

既設ガス、水道、電気等の参考図 

電気、通信等の参考図 

数 量 ・ 積 算 

報告書 

数 量 計 算 書 

数 量 総 括 表 

数 量 算 出 根 拠 図 

積 算 企 画 書 

T S S 入 力 デ ー タ リ ス ト 

 

積算根拠資料 

Ａ４サイズ 

一  式 

一  式 

Ａ４サイズ 

一  式 

 

一  式 

施工数量、単位数量計算書 

 

 

 

積算内訳書、単価表作成のTSS入力データ 

有害物質含有試験報告書 

照査報告書 

打合せ記録簿 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

Ａ４サイズ 

 

 

 

注：縮尺についてはＡ１サイズを標準としたものであり、他のサイズとする場合は調査職員と協議するものとする。 

 

（２）留意事項等 

①発注図面は原図１部及び焼き図 1部を同一図面ファイルに収納して提出 

②計算書等は原図を 1部 A4 ビニールファイルに収納して提出 

③積算補助関連資料は原図 1部を内容別にファイルし、A4ビニールファイルに収納して提出 

④その他資料は、原図 1部及びコピー原図 1部を内容別にファイルして提出 

⑤設計図書作成時の CAD データ（DWG 又は DXF）を CD（形式、件名、社名記載）に記録の上１部提出 

 

 

- 8 -



 

ウイークリースタンス 実施要領 

 

 

１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成 17 年法律第 18 号）第 22 条に基づく「発注関係事務

の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業

務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原

則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（ｗｅｂ会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注者間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直

すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員から管理技術者に対して

依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打

合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整

理する。 

 

以 上 

 

 

別紙―１ 
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分類 品目分類 品目名 調達方針 判断基準 運用基準

工法 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
再生処理
工法

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊再生処
理工法

コンクリート塊の発生する現場において、現場内再生処理設備
の設置場所、稼働時の騒音及び振動等に留意しつつ、コンク
リート用再生骨材、路盤材および埋め戻し材・裏込め材として現
場内利用できる工種等がある工事において、その使用を推進す
る。なお、コンクリート用再生骨材として使用する場合は、JIS A
5021 (コンクリート用再生骨材Ｈ、平成23年3月20日)、JIS A
5023(再生骨材Ｌを用いたコンクリート、平成25年1月20日)、JIS
A 5022 (再生骨材Ｍを用いたコンクリート、平成25年1月20日)に

施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的
としてコンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。

舗装（表
層）

路上表層再生工
法

道路の表層を補修する場合に、その使用を推進する。 既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必要に応じて新規アス
ファルト混合物や添加材料を加え、混合して締め固め、現位置
又は当該現場付近で表層を再生する工法であること。

舗装（路
盤）

路上表層路盤工
法

アスファルト混合物の層の厚さが10cm 以下の道路の路盤を補
修する場合に、その使用を推進する。

既設舗装の路盤材とアスファルト・コンクリート層を粉砕して混
合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工法であるこ
と。

法面緑化
工法

伐採材又は建設
発生土を活用した
法面緑化工法

道路等の切土法面や盛土法面において、その使用を推進す
る。

施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場にお
いて有効利用する工法であること。
ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添
加する水を除いた生育基盤材料の容積比で70％以上を占める
こと。山留め工

法
泥土低減型ｿｲﾙｾﾒ
ﾝﾄ柱列壁工法

建築工事の仮設工事の山留工事としてソイルセメント柱列壁工
法を採用する場合に、その使用を推進する。

セメント系固化剤の一部として泥土を再利用又はセメント系固化
剤の注入量を削減することにより、施工に伴い発生する泥土が
低減できる工法であること。

目的
物

舗装 排水性舗装 道路交通騒音を減少させる必要がある道路において、その使用
を推進する。

雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道
路交通騒音の発生を減少させることができる舗装であること。

透水性舗装 雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動
車交通がない道路において、その使用を推進する。

雨水を道路の路床に浸透させることができる舗装であること。

屋上緑化 屋上緑化 荷重の増大による構造体への影響に留意しつつ、建物の屋上
などでの整備を推進する。

①植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。
②ヒートアイランド現象の緩和等都市環境改善効果を有するも
のであること。
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表１　道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）の標準皮相電力
区分 標準皮相電力

a
b
c
d
e 175 VA
f
g
h
i
j 120 VA
k
ℓ
－  20 VA
－  40 VA
m 160 VA
n 125 VA
o  95 VA

連続照明用 125 VA
交差点隅切り部用 120 VA
連続照明用  95 VA 
交差点隅切り部用  95 VA
連続照明用  70 VA 
交差点隅切り部用  70 VA
連続照明用 125 VA
交差点隅切り部用 120 VA
連続照明用  95 VA 
交差点隅切り部用  95 VA
連続照明用 125 VA
交差点隅切り部用 120 VA
連続照明用  95 VA
交差点隅切り部用  95 VA

－  95 VA 
－  70 VA
－  70 VA 

連続照明用 125 VA
交差点隅切り部用 120 VA 
連続照明用  95 VA
交差点隅切り部用  95 VA 
連続照明用  70 VA
交差点隅切り部用  70 VA 

－ 125 VA
－  95 VA 
－  70 VA
v 180 VA 
－  95 VA
w 180 VA 
－  95 VA

  備考）１「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（平成27年3月国土交通省）による。　　　　　　　

　　　２　「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。　　　２「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。

　　　３　電球色LEDを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。  　　　３電球色LEDを用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の1.2倍の値を標準とする。

設計条件タイプ

連
続
照
明

２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道有り
125 VA

２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　高規格

歩
道

照
明

平均路面照度　5 lx

２車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道無し

３車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道有り
180 VA

３車線　路面輝度　1.0 cd/㎡　歩道無し

２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道有り
95 VA

２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道無し

３車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道有り
125 VA

３車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　歩道無し

２車線　路面輝度　0.7 cd/㎡　高規格

平均路面輝度　0.5 cd/㎡　歩道有り
 70 VA

平均路面輝度　0.5 cd/㎡　歩道無し

平均路面照度　10 lx

局
部
照
明

十字路 （2車線×2車線）20 lx
十字路 （2車線×2車線）15 lx
十字路 （2車線×2車線）10 lx

p 十字路（4車線×2車線）20 lx

q 十字路（4車線×2車線）15 lx

q' 十字路（4車線×2車線）10 lx

r 十字路（4車線×4車線）20 lx

s 十字路（4車線×4車線）15 lx

t 十字路（6車線×4車線）20 lx

u 十字路（6車線×4車線）15 lx

Ｔ字路（2車線×2車線）　20 lx
Ｔ字路（2車線×2車線）　15 lx
Ｔ字路（2車線×2車線）　10 lx

－ Ｔ字路（4車線×2車線）20 lx

－ Ｔ字路（4車線×2車線）15 lx

歩行者の背景を照明する方式 10 lx
歩行者の自身を照明する方式 20 lx
歩行者の自身を照明する方式 10 lx

－ Ｔ字路（4車線×2車線）10 lx

Ｙ字路（4車線×2車線） 20 lx
Ｙ字路（4車線×2車線） 15 lx
Ｙ字路（4車線×2車線） 10 lx
歩行者の背景を照明する方式 20 lx
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表２　トンネル照明器具（基本照明）の標準皮相電力

区分 標準皮相電力

x 設計速度40(km/h) 2車線

(1/2低減) 0.75(cd/m2) 千鳥

z 設計速度50(km/h) 2車線

(1/2低減) 0.95(cd/m2) 千鳥

bb 設計速度60(km/h) 2車線

(1/2低減) 1.15(cd/m2) 千鳥

設計速度40(km/h) 2車線

1.5(cd/m2) 千鳥

設計速度40(km/h) 2車線

1.5(cd/m2 ) 向合せ

設計速度50(km/h) 2車線

1.9(cd/m2 ) 千鳥

設計速度50(km/h) 2車線

1.9(cd/m2 ) 向合せ

設計速度60(km/h) 2車線

2.3(cd/m2 ) 千鳥

設計速度60(km/h) 2車線

2.3(cd/m2 ) 向合せ

設計速度70(km/h) 2車線

3.2(cd/m2) 千鳥

設計速度70(km/h) 2車線

3.2(cd/m2) 向合せ

設計速度80(km/h) 2車線

4.5(cd/m2) 千鳥

設計速度80(km/h) 2車線

4.5(cd/m2) 向合せ

備考）１「設計条件タイプ」は、「LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）」（平成27年3月国土交通省）による。

　　　２「標準皮相電力」は、LED道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。

種　　別 標準皮相電力

NH 70W相当 50 VA
NH 110W相当 75 VA
NH 150W相当 105 VA
NH 180W相当 160 VA
NH 220W相当 205 VA

設計条件タイプ

一般国道等

車道幅員6～7m
（歩道有りの断面含む）

aa

40 VA

50 VA

65 VA

x 65 VA

y 40 VA

z 75 VA

50 VA

bb 95 VA

cc 65 VA

高速自動車国道等

dd 95 VA

ee 65 VA

ff 125 VA

gg 95 VA

表３　トンネル照明器具（入口照明）の標準皮相電力
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特定調達品目の判断基準等（公共工事）
チェックシート

分類 品目分類 品目名 判定 備考

資材 盛土材等 建設汚泥から再生した処理土

土工用水砕スラグ

銅スラグを用いたｹｰｿﾝ中詰め材

フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材

地盤改良材 地盤改良用製鋼スラグ

ｺﾝｸﾘｰﾄ用ｽﾗｸﾞ骨材 高炉ｽﾗｸﾞ骨材

ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材

銅ｽﾗｸﾞ骨材

電気炉酸化スラグ骨材

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

中温化ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

路盤材 鉄鋼ｽﾗｸﾞ混入路盤材

再生骨材等

小径丸太材 間伐材

混合ｾﾒﾝﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄ

ﾌﾗｲｱｯｼｭｾﾒﾝﾄ

セメント エコセメント

ｺﾝｸﾘｰﾄ及びｺﾝｸﾘｰﾄ２次製品 透水性ｺﾝｸﾘｰﾄ

鉄鋼ｽﾗｸﾞ水和固化体 鉄鋼ｽﾗｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

吹付けコンクリート フライアッシュを用いた吹付けコンクリート

塗料 下塗用塗料（重防食）

低揮発性有機溶剤型の路面表示用水性塗料

高日射反射率塗料

防水 高日射反射率防水

舗装材 再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）

再生材料を用いた舗装用ブロック（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ無筋ｺﾝｸ
ﾘｰﾄ製品）

園芸資材 ﾊﾞｰｸたい肥

下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料（下水汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ）

道路照明 LED道路照明

中央分離帯ブロック 再生ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製中央分離帯ﾌﾞﾛｯｸ

木材・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合材製品 木材・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ再生複合材製品

配管材 排水用再生硬質塩化ビニル管

ｺﾝｸﾘｰﾄ用型枠 再生材料を使用した型枠

合板型枠

建設機械 排出ｶﾞｽ対策型建設機械

低騒音型建設機械

工法 建設発生土有効利用工法 低品質土有効利用工法

建設汚泥再生処理工法 建設汚泥再生処理工法

コンクリート塊再生処理工法 コンクリート塊再生処理工法

舗装（表層） 路上表層再生工法

舗装（路盤） 路上表層路盤再生工法

法面緑化工法 伐採材又は建設発生土を活用した法面緑化工法

山留め工法 泥土低減ｿｲﾙｾﾒﾝﾄ柱列壁工法

目的物 舗装 排水性舗装

透水性舗装

屋上緑化 屋上緑化

記載例

工法 建設発生土有効利用工法 低品質土有効利用工法 ○ 地盤改良の工事費が高くなる。

目的物 高機能舗装 排水性舗装 ×
発生交通量を考慮し、交通騒音を減
少させる必要がないため。

○；調達可能、×；調達不可

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

別表-2
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【特定調達物品等と類似品等の考え方】

分類 品目名（品目分類）
品目分類

番号 品目名（品目名） 類似品等 単位 備考

資材 盛土材等 1 建設汚泥から再生した処理土 m3
2 土工用水砕スラグ

m3

3 銅スラグを用いたケーソン中詰め
材 m3

4 フェロニッケルスラグを用いたケー
ソン中詰め材 m3

地盤改良材 5 地盤改良用製鋼スラグ 使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得る地盤改良材

m3

6 再生加熱アスファルト混合物 ｔ

7 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合
物

ｔ

8 中温化アスファルト混合物 ｔ
コンクリート用スラグ骨材 9 高炉スラグ骨材 m3

10 フェロニッケルスラグ骨材 m3
11 銅スラグ骨材 m3
12 電気炉酸化スラグ骨材 m3
13 鉄鋼スラグ混入路盤材 m3
14 再生骨材等 m3

小径丸太材 15 間伐材 類似品等の特定は困難
m3

・小径丸太材は、代替品の考え方が困難であることから、小径丸太
材の使用量のみを集計する。（代替品については集計しない。）

混合セメント 16 高炉セメント
t及びm3

17 フライアッシュセメント
t及びm3

セメント 18 エコセメント 類似品等の特定は困難
個

・現時点では、主にコンクリート製品への使用を想定しているため、
集計は、コンクリート製品のみ行うこととする。

コンクリート及びコンクリート製品 19 透水性コンクリート ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

m3（コンクリート）及
び個（コンクリート
製品）

・コンクリートとコンクリート製品を分けて実績を把握。

鉄鋼スラグ水和固化体 20 鉄鋼スラグブロック 使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得るコンクリートブ
ロック、コンクリート二次製品、コンク
リート舗装、その他コンクリート構造
物、及び捨石等の石材

kg

吹付けコンクリート 21 フライアッシュを用いた吹付けコン
クリート

当該特定調達品目のうち判断の基
準を満足しない資材、及び使用目
的において当該特定調達品目の代
替品となり得る吹き付けコンクリート

m3

塗料 22 下塗用塗料（重防食） 判断の基準を満たさない下塗用塗
料（重防食）

kg

23 低揮発性有機溶剤型の路面標示
用水性塗料

判断の基準を満たさない路面標示
用塗料

m2

24 高日射反射率塗料 対象箇所となる建物の屋上・屋根等
において使用される際に判断の基
準を満たさない塗料

m2

防水 25 高日射反射率防水 対象箇所となる建物の屋上・屋根等
において使用される際に判断の基
準を満たさない防水

m2

舗装材 26 再生材料を用いた舗装用ブロック
（焼成）

m2

27 再生材料を用いた舗装用ブロック
類（プレキャスト無筋コンクリート

m2

園芸資材 28 バークたい肥 kg
29 下水汚泥を使用した汚泥発酵肥

料（下水汚泥コンポスト）
kg

道路照明 30 環境配慮型道路照明 判断の基準を満たさない道路照明 基
中央分離帯ブロック 31 再生プラスチック製中央分離帯ブ

ロック
使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得るバージン樹脂
製中央分離帯ブロック

個

タイル 32 陶磁器質タイル 判断の基準を満たさない陶磁器質
タイル（特別注文品を除く）

m2

建具 33 断熱サッシ・ドア ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品目の設定
は困難

工事数
・判断の基準を満足するものを使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、使用していない場合は「０」を記載する。

製材等 34 製材 類似品等の特定は困難 m3
35 集成材 類似品等の特定は困難 m3
36 合板 類似品等の特定は困難

m2(またはm3)
・基本的にはm2で集計を行う。ただし、使用部位によってm3で集計
を行わざるを得ない場合にはm3で集計する。

37 単板積層材 類似品等の特定は困難
m3

フローリング 38 フローリング 判断の基準を満たさないフローリン m2
再生木質ボード 39 パーティクルボード 判断の基準を満たさないパーティク

ルボード
m2

40 繊維板 判断の基準を満たさない繊維板 m2
41 木質系セメント板 判断の基準を満たさない木質系セメ

ント板
m2

ビニル系床材 42 ビニル系床材 判断の基準を満たさないビニル系
床材（特別注文品を除く）

m2

断熱材 43 断熱材 建築物の断熱性能の向上を図るた
めに断熱材を使用することを主目的
としているものであるので、類似品
等のカウントは行わない

工事数

・工事数については、判断の基準を満足する当該目的物を建設した
場合には「特定調達物品等」に「１」を記載し、それ以外の場合は
「０」を記載する。

照明機器 44 照明制御システム 事務室など通常使用される部屋で
判断の基準を満たす照明システム
を採用していない工事 工事数

・判断の基準を満足するシステムを採用した場合には「特定調達物
品等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替のシ
ステムのみを採用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（い
ずれも使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

変圧器 45 変圧器 判断の基準を満たさない変圧器（備
考に掲げる除外品を除く）

台

路盤材 使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得る路盤材

当該特定調達品目のうち判断の基
準を満足しない資材、及び使用目
的において当該特定調達品目の代
替品となり得るセメント

・生コンクリートも集計を行う。
・コンクリート製品は、用いられているセメントの種類や量を把握する
ことが困難であるため、集計の対象外とする。

判断の基準を満たさない舗装用ブ
ロック(焼成)

判断の基準を満たさない肥料（土壌
改良資材も含む）

使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得る盛土材等

アスファルト混合物 使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得るアスファルト
混合物

・面積(ｍ2)×厚さ(ｍ)×締固め後密度(ｔ／ｍ3)により入力。（「記入
方法（案）」参照。）

使用目的において当該特定調達品
目が代替品となり得るコンクリート
用骨材

・コンクリート製品は、用いられている骨材の種類や量を把握するこ
とが困難であるため、集計の対象外とする。
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建 電 機 土 造 要届出:○
不要　:－
不明　:空
欄

提出日
(予定)

提出日

１　建築基準法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 仮使用承認申請書 建築基準法第7条の6 特定行政庁 支社長 ○

2 工事中の消防計画届出書 建築基準法第7条の6 消防長、消防署長 支社長 仮使用申請時等 ○

3 建築設備工事監理報告書 建築基準法第12条第3項 建築主事 支社長 ○ ○ ○

4 品質管理調査書 建築基準法第12条第3項 建築主事 支社長 昇降機等建築設備の検査報告 ○ ○ ○

5 工事監理報告書（ｼｯｸﾊｳｽ対策関係） 建築基準法第12条第3項 建築主事 支社長 ○ ○ ○

6 建築設備工事監理（状況）報告書 建築基準法第12条第5項 建築主事 支社長 特定行政庁等が必要とする場合のみ ○ ○ ○

7 建築工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項 特定行政庁 工事監理者等 ○

8 建築工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項 建築主事 工事監理者等 ○

9 鉄骨工事施工計画報告書 建築基準法第12条第5項 建築主事 工事監理者等 ○

10 鉄骨工事施工結果報告書 建築基準法第12条第5項 建築主事 工事監理者等 ○

11 建築工事届 建築基準法第15条 知事・建築主事 支社長 ○

12 建築物除却届 建築基準法第15条 知事
支社長
施工者

○ ○

13 計画通知書（昇降機を含む） 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○ ○ ○

14 計画変更通知 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○

15 建築主等変更届 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○

16 設計変更申請書 建築基準法第18条 特定行政庁 支社長 ○

17 工事完了通知書（昇降機を含む） 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○ ○

18 工事監理者・工事施工者変更等届 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○

19 中間検査分割受検申込書 建築基準法第7条の3第1項 建築主事 支社長 ○ ○

20 中間検査申請書（特定工程工事終了通知書） 建築基準法第18条 建築主事 支社長 ○ ○

21 追加説明書（計画通知） 建築基準法第18条の3 建築主事 支社長 ○

22 道路位置指定等関係申請書 建築基準法第42条 知事等 支社長 ○

23 許可申請書 建築基準法第43条 特定行政庁 支社長 敷地等と道路との関係 ○

24 許可申請書 建築基準法第44条 特定行政庁 支社長 道路内の建築制限 ○

25 許可申請書 建築基準法第48条 特定行政庁 支社長 用途地域等 ○

26 許可申請書 建築基準法第51条 特定行政庁 支社長 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置 ○

27 許可申請書 建築基準法第52条 特定行政庁 支社長 容積率 ○

28 許可申請書 建築基準法第55条 特定行政庁 支社長
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居
専用地域における建築物の高さの限度

○

29 許可申請書 建築基準法第56条の2 特定行政庁 支社長 日影による中高層の建築物の高さの制限 ○

30 許可申請書 建築基準法第59条の2 特定行政庁 支社長
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等
の特例

○

31 地区計画容積認定申請 建築基準法第68条の3 市長等 支社長 ○

32 構造方法等の認定申請書 建築基準法第68条の26 国土交通大臣 支社長 ○

33 仮設建築物の許可 建築基準法第85条 建築主事 支社長 ○

34 一団地認定申請書 建築基準法第86条 特定行政庁 支社長 ○

35 一団地(変更)認定申請書 建築基準法第86条の2 建築主事 支社長 ○

36 認定取消申請 建築基準法第86条の5 特定行政庁 支社長 ○

37 工作物の申請 建築基準法第88条 建築主事 支社長 ○

38 工事施工者届 建築基準法施行細則第5条 建築主事 支社長 ○ ○ ○

39 工事監理者届 建築基準法施行細則第5条 建築主事 支社長 ○ ○ ○

40 既存不適格調書
建築基準法施行規則第1条
の3

建築主事 支社長 ○

２　建築士法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 建築士事務所登録申請書 建築士法第23条 知事 支社長 ○

2 建築士事務所登録事項変更届 建築士法第23条 知事 支社長 ○

3 設計等の業務に関する報告書 建築士法第24条 知事 支社長 ○

適用にあたっての
留意事項

主に該当する
職種

設計者
記入欄

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意すること。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。

法令等に基づく届出チェックリスト

　設計名称：　　　　　　　　　　　　　　　 　設計者　：

　工事件名： 　建設業者：

No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者
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３　消防法・火災予防条例等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 火を使用する設備等の設置（変更）届出書
消防法9条・火災予防条例
等（参考:東京都火災予防
条例第57条第1項）

消防長又は消防署
長

支社長 ヒートポンプ冷暖房器等 ○ ○

2 火を使用する設備等の設置(変更)届出書 火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○

3 液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書 消防法第9条の2 消防署長 支社長 ○ ○

4 危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置（変更）許可申請書 消防法11条第1項 市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○

5 危険物保安監督者選任・解任届 消防法13条 市町村長等 支社長 政令で定める危険物製造所等 ○ ○

6 危険物保安監督者委任状 消防法13条 市町村長等 支社長 代理により届け出る場合 ○ ○

7 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書
消防法第14条の2
火災予防条例

消防署長 支社長 ○ ○

8 消防用設備等設置計画書 消防法17条 消防長、消防署長 支社長 ○ ○ ○

9 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 支社長 ○ ○

10 特殊消防用設備等大臣認定申請書 消防法第17条の2の2
総務省消防庁予防
課

支社長
防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特
殊消防用設備等の設置を希望する場合

○ ○

11 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 消防法第17条の3の2
消防長又は消防署
長

支社長
自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、
非常コンセント、排煙等 ○ ○ ○ ○

12 消防用設備等の特例基準適用申請書 消防法第17条
消防長又は消防署
長

支社長 ○ ○ ○

13 共同住宅等の消防用設備等特例適用申請書 消防法第17条 消防署長 支社長 ○ ○ ○

14 緊急離発着場等設置書 消防法第52条の3 消防署長 支社長 ○

15 緊急離発着場等運用開始書 消防法第52条の6 消防署長 支社長 ○

16 特殊防火対象物設置届 消防法施行規則第3条 消防長 支社長 ○

17 消防設備緩和願い書
消防法に係る総務省令第
40号

消防長、消防署長 支社長 ○

18 消防計画書 消防長、消防署長 支社長 ○

19 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○

20 防火水槽設置届け 消防法 消防署長等 支社長 ○ ○

21 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長 ○

22 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長 ○

23 消防水利完成検査申請書 条例 消防署長 支社長 ○

24 消防活動上支障ある行為等の届出書 条例 消防署長 支社長 ○

25 電気設備設置届出書 火災予防条例 消防署長 支社長 ○

26 少量危険物の貯蔵・取扱届出書 火災予防条例 消防署長 支社長 ○ ○

27 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置計画届出書
火災予防条例等　　　　（参
考:東京都火災予防条例第
58条の2第1項）

消防長又は消防署
長

支社長
自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、
非常コンセント、排煙等

○ ○

28 電気設備設置（変更）届出書
火災予防条例等　　　　（参
考:東京都火災予防条例第
57条第1項）

消防長又は消防署
長

支社長
燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電
池設備

○ ○

29 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成前検査申請書
危険物の規制に関する政令
第8条

市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○

30 危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成検査申請書
危険物の規制に関する政令
第8条

市町村長等 支社長 指定数量以上の危険物 ○ ○

31 少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置（変更）届出書
火災予防条例等　　　　（参
考:東京都火災予防条例第
31条）

消防長又は消防署
長

支社長 指定数量未満の危険物等 ○ ○

32 防火対象物工事等計画届
火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第56条第1項）

消防長又は消防署
長

○

33 防火対象物使用開始届
火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第56条の2第1項）

消防長又は消防署
長

支社長 ○ ○

34 消防用設備等（特殊消防用設備等）の集中管理計画届出書
火災予防条例等
（参考:東京都火災予防条
例第55条の2第2項）

消防総監 支社長 ○

35 防災センター評価申請書
東京消防庁通達予予第180
号

東京消防設備保守
協会等

支社長 ○

36 消防防災システム評価申請書
東京消防庁通達予予消防
予第148 号

東京消防設備保守
協会等

支社長 ○

37 防火対象物設置届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○

38 防火対象物使用開始届出書 各自治体火災予防条例等 消防署長、消防長 支社長 ○

39 防火対象物工事計画届 各自治体火災予防条例等 消防署長 支社長 ○

４　道路法等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 路外駐車場設置（変更）届出書 駐車場法第12条 市長 支社長 ○

2 自費工事申請 道路法第24条 区長 支社長 ○ ○ ○

3 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○

4 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○

5 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○

6 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 支社長 ○

7 交通管理者協議 道路法第95条の２ 公安委員会 支社長 ○ ○ ○

8 道路標識移設（撤去）承認申請書 道路交通法第4条 交通管理者 支社長 ○ ○

9 道路使用許可申請書 道路交通法第77条 警察署長 支社長 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○

10 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長 ○ ○

11 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○

12 狭隘道路拡幅整備事前協議書 条例 区長等 支社長 ○ ○

13 埋設標の道路占用許可申請書 条例 市長等 支社長 ○ ○

14 道路占用料減免申請書 道路占用条例 道路管理者 支社長 ○ ○ ○ ○ ○

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者
適用にあたっての

留意事項
主に該当する

職種
設計者
記入欄
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５　河川法等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 支社長

2
河川法許可申請
（河川管理者以外の者の施工する工事等）

河川法第20条 河川管理者 支社長 ○ ○ ○

3
河川法許可申請
（流水の占用の許可）

河川法第23条 河川管理者 支社長 ○ ○

4
河川法許可申請
（土地の占用の許可）

河川法第24条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○

5
河川法許可申請
（工作物の新築等の許可）

河川法第26条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○

6 河川区域内の工作物の設置許可申請書 河川法第26条第1項
国土交通省関東地
方整備局長

支社長 河川区域内の場合 ○ ○ ○

7
河川法許可申請
（土地の掘削等の許可）

河川法第27条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること ○ ○ ○

8
河川法許可申請
（河川保全区域における行為の制限）

河川法第55条 河川管理者 支社長 河川保全区域を確認すること ○ ○

６　都市計画法等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 開発行為許可申請書 都市計画法第29条 知事 支社長 ○

2 開発協議申請関連
都市計画法29条等
(34条の2)

知事等 支社長
公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届
引継書

○ ○

3 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長 ○ ○

4 地区計画の区域内における行為の届出書 都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○

5 地区計画の区域内における行為の変更届出書 都市計画法第58条の2 市長 支社長 ○

6 地区計画等の区域内における建築等の届出 都市計画法第58条の２ 市長等 支社長 ○

７　土地区画整理法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 区画整理法第７６条申請 土地区画整理法第76条 市長 支社長 ○

2 土地区画整理施行地区内の建築制限 土地区画整理法第76条 知事 支社長 ○

８　水道法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
専用水道給水開始届 水道法第13条第1項

知事 支社長 給水施設の規模による ○ ○

2
専用水道布設工事設計確認申請書 水道法第33条第1項

行政長 支社長 給水施設の規模による ○ ○

3
簡易専用水道設置届・給水開始報告書 水道法施工細則23条

保健所長 支社長 給水施設の規模による ○ ○

９　水道関連条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
給水関係事前協議に関する申請書 条例等 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

2
上水道施設の開発に関する届出 条例等 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

3
上水道施設の設計審査に関する申請書 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

4
上水道施設の工事に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

5
上水道施設の移管に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

6
給水装置工事の設計審査に関する届出 給水条例 市町村町又は水道

事業管理者 支社長 ○ ○

7 給水管(取付･撤去)工事承認申請書
水道法
給水条例

水道局 支社長 ○ ○ ○

8
給水装置工事施工承認申込書
給水装置（新設・改造・撤去）工事申込書

給水条例 市町村町又は水道
事業管理者 支社長 ○ ○ ○

9 その他給水管工事に関する承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 敷地内の給水設備に関する届出 ○ ○

10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○

11 給水装置不使用兼撤去届 条例 水道事業管理者等 支社長 ○ ○

12 直結増圧給水に関する事前協議書 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○

13 直結増圧給水の設計審査に関する申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○

14 直結増圧給水の施工に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○

15 直結増圧給水の維持管理に関する届出 給水条例 水道事業管理者 支社長 直結増圧給水が可能な場合 ○

16 受水槽以下装置の設計審査に関する申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 建物（敷地内）に受水槽を設け給水する場合 ○

17 受水タンク以下装置メータ設置承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 各戸検針によりメーターを設置する場合 ○

18 増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書 給水条例 水道事業管理者 支社長 各戸検針によりメーターを設置する場合 ○

19 各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書 給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸メーターにより検針する場合に必要な水道
事業者

○

20 各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書 給水条例 水道事業管理者 支社長
各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行
う場合

○

21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 支社長 ○ ○

22 その他給水に関する届出 条例等
市町村町又は水道
事業管理者

支社長 ○ ○

23 貯水槽水道(設置･変更･廃止)届 水道法第33条4 水道局 支社長 ○

10　下水道法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
下水道施設自費工事申請書
（着手届、竣工届、検査願）

下水道法第16条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○

2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 支社長 ○ ○

3 ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞ排水処理ｼｽﾃﾑ維持管理計画書
取扱要綱第４条第２項の規
定

下水道局長 支社長 ○

主に該当する
職種

設計者
記入欄

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

提出者
適用にあたっての
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11　排水に係る届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 排水設備等新設等計画届出書（着手届、竣工届、検査願等） 条例 市長等 支社長 ○ ○

2 公共下水道使用届出書　等 条例 市長等 支社長 ○ ○

3 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長 ○ ○

4 雨水浸透施設等設置工事計画届（着手届、完了届） 条例 市長等 支社長 ○ ○

5 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長 ○ ○

12　解体に係る届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 解体事業計画書 条例 市長等 支社長 ○

2 解体事業に伴う工事着手届 条例 市長等 支社長 ○

3 解体事業説明会等報告書 条例 市長等 支社長 ○

4 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長 ○

5 指定作業場廃止届出書 条例 市長等 支社長 ○

13　振動規制法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 支社長 ○ ○ ○

2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 支社長 ○

3
特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出
書

振動規制法第8条 市町村長 支社長 ○

4 振動の防止の方法変更届出書 振動規制法第8条 市町村長 支社長 ○

5 氏名等変更届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 ○

6 特定施設使用全廃届出書 振動規制法第10条 市町村長 支社長 ○

7 承継届出書 振動規制法第11条 市町村長 支社長 ○

8 特定建設作業実施届出書 振動規制法第14条 市町村長 支社長 ○

9 フレキシブルディスク提出書
振動規制法施行規則第10
条の2

市町村長 支社長 ○

10
振動規制法に基づく届出
（特定施設使用届、占用料免除申請、行政等財産使用許可承認申請）

振動規制法6、8、10条 知事等 支社長 指定地域を確認すること ○

14　騒音規制法に基づく申請 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 支社長 ○ ○ ○

2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 支社長 ○ ○ ○

3 騒音の防止の方法変更届出書 騒音規制法第8条 市町村長 支社長 ○

4 氏名等変更届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 ○

5 特定施設使用全廃届出書 騒音規制法第10条 市町村長 支社長 ○

6 承継届出書 騒音規制法第11条 市町村長 支社長 ○

7 特定建設作業実施届出書 騒音規制法第14条 市町村長 支社長 ○

8 フレキシブルディスク提出書
騒音規制法施行規則第11
条

市町村長 支社長 ○

9
騒音規制法に基づく届出
（特定施設設置届、特定施設使用変更届、騒音防止方法変更届、氏名

騒音規制法6、8、10条 知事等 支社長 指定地域を確認すること ○

15　航空法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 制限表面区域内の建築物 航空法第49条 空港事務所長 支社長 ○

2 航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出
航空法第51条
航空法施行規則第238条

国土交通大臣 支社長 ○

3 航空障害灯の設置について（届出）
航空法第51条第1項又は第
2項

地方航空局電気課 支社長 高さ60ｍ以上の物件、空港近接等 ○

4 航空障害灯設置免除許可申請書
航空法第51条第1項ただし
書

地方航空局保安部
運用課

支社長 免除要件に該当する場合 ○

5 昼間障害標識の設置について（届出） 航空法第51条の2第1項 地方航空局電気課 支社長 高さ60ｍ以上の物件、空港近接等 ○

6 昼間障害標識設置免除承認申請書
航空法施行規則第132条の
2第1項

地方航空局保安部
運用課

支社長 免除要件に該当する場合 ○

16　交通バリアフリー法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 交通バリアフリー法に基づく申請及び届出 交通バリアフリー法 知事等 支社長 ○ ○

17　ハートビル法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ハートビル法に基づく報告・申請 ハートビル法 知事等 支社長 ○ ○ ○

2 変更認定申請書
高齢者、身体障害者が円滑
に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律

所管行政庁 支社長 ○

3 計画認定申請書

高齢者、身体障害者が円滑
に利用できる特定建築物の
建築の促進に関する法律施
行規則第3条

所管行政庁 支社長 ○

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者
適用にあたっての

留意事項
主に該当する

職種
設計者
記入欄
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18　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 公園に関する協議 13条 公園管理者 支社長
対象は施行令1条旅客施設3条公園施設，4条特
定建築物などが該当

○

2 特定施設設置工事計画届出書 福祉のまちづくり条例 都道府県知事 支社長 ○ ○ ○

19　福祉のまちづくり条例に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 福祉のまちづくり条例届出書
各自治体
福祉のまちづくり条例

市長 支社長 ○

2
福祉のまちづくり条例
施設新設届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

3
福祉のまちづくり条例
施設変更届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

4
福祉のまちづくり条例
設置工事届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

5
福祉のまちづくり条例
設置工事変更届関連

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

6
福祉のまちづくり条例
標識交付申請書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

7
福祉のまちづくり条例
適合証交付請求書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

8
福祉のまちづくり条例
工事完了届出書

各自治体
福祉のまちづくり条例

知事、市長等 支社長 ○

20　品確法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 設計住宅性能評価申請書
住宅の品質確保の促進等
に関する法律第6条

登録住宅性能評価
機関

支社長 ○

2 建設住宅性能評価申請書
住宅の品質確保の促進等
に関する法律第6条

登録住宅性能評価
機関

支社長 ○

3 変更設計住宅性能評価申請書
住宅の品質確保の促進等
に関する法律第5条

登録住宅性能評価
機関

支社長 ○

21　建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書
建築物の耐震改修の促進
に関する法律施行令第6条

都道府県知事 支社長 ○

2 認定建築物の耐震改修に関する報告書
建築物の耐震改修の促進
に関する法律第10条

都道府県知事 支社長 ○

3 変更認定申請書
建築物の耐震改修の促進
に関する法律第9条

都道府県知事 支社長 ○

22　景観法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 景観計画区域内における行為の届出書 景観法第16条
景観行政団体の長
（県知事等）

支社長
景観計画区域を確認すること

○ ○ ○

2 景観区域内における行為の変更届出書 景観法第16条
景観行政団体の長
（県知事等）

支社長 ○

3 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長 ○ ○

23　住宅瑕疵担保履行法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請 住宅瑕疵担保履行法
住宅瑕疵担保責任
保険法人

支社長 ○

2
住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の
申請書

特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律

工事受注者 支社長 ○

24　建設リサイクル法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 建設リサイクル法対象建設工事通知［対象建設工事届］

建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律第10
条1項、第11条【国、自治
体】

特定行政庁 支社長 特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要 ○ ○ ○ ○

2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく通知書
建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律第11
条

都道府県 支社長 ○ ○

3 届出書
建設工事に係る資材の再資
源化等に関する法律第11
条

都府県知事
市長

支社長 請負代金の額が五百万円以上 ○ ○

25　土壌汚染対策法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 土壌汚染状況調査結果報告書 土壌汚染対策法第3条 市長 支社長 ○

2 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法第4条 知事等 支社長 ○ ○

3 土壌汚染状況調査報告書 条例 知事等 支社長 ○

4 土壌汚染処理完了報告書 条例 知事等 支社長 ○

26　海岸法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 海岸保全区域占用許可申請書 海岸法第7条 海岸管理者 支社長 ○ ○ ○

2 海岸保全区域における施設(工作物）新設(改築)許可申請書 海岸法第8条 海岸管理者 支社長 ○

3
海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請
書

海岸法第8条 海岸管理者 支社長 ○ ○ ○

4 管理者以外の施工する工事 海岸法第13条 海岸管理者 支社長 ○ ○

27　港湾法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請 港湾法第37条
当該港湾の区域を
所管する港湾管理
事務所

支社長 ○

2 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長 港湾区域および港湾隣接地域を確認すること ○ ○

3 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 臨港地区を確認すること ○ ○

4 工事の着手･完了の届出
港湾区域内における工事等
の規制に関する規則第5条

当該港湾の区域を
所管する港湾管理
事務所

支社長 ○

5 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長

6 臨港地区内における行為の届出等 港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 ○

主に該当する
職種

設計者
記入欄

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者
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28　電波法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 高層建築物等予定工事届
電波法第102条の3第１項、
電波法による伝搬障害の防
止に関する規則第8条

各総合通信局 支社長
伝搬障害防止区域内で３１ｍをこえる高層建築物
を建てる場合

○

2 高層建築物等工事計画届
電波法第102条の3第1項、
電波法による伝搬障害の防
止に関する規則第8条

各総合通信局 支社長
新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、
既に３１ｍをこえる高層建築物を計画している場
合

○

3 高層建築物等変更届

電波法第102条の3第２項
（又は、第102条の3第6項、
第102条の4第2項）および
電波法による伝搬障害の防
止に関する規則第8条

各総合通信局 支社長
に高層建築物等予定工事届等を提出した建築
主等が記載内容を変更する手続。

○

4 伝搬障害の判定のための必要事項の報告
電波法第102条の3第3項
（又は第102条の3第6項、第
102条の4第3項）

各総合通信局 支社長
総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬
障害の判定のための必要事項について報告

○

29　文化財保護法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 埋蔵文化財包蔵地による工事届出 文化財保護法93条 教育委員長 支社長 ○ ○

2 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長 ○ ○ ○

30　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関
する特別措置法

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長
PCBの保管のみ
PCBの保管・使用の両方あり

○ ○ ○

2 承継届出書

ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理の推進に関
する特別措置法第12条第２
項

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○

3
使用中のPCB製品譲渡し届出書
使用中のPCB製品譲受け届出書

東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェ
ニル）適正管理指導要綱第
９条

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長 使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け ○ ○ ○

4 使用中のPCB製品の使用届出書
東京都ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェ
ニル）適正管理指導要綱第
５条

都道府県知事（又
は政令市長）

支社長
使用中PCB製品を発見

○ ○ ○

31　宅地造成等規制法等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請
書、工事完了届

宅地造成等規制法第8条 知事等 支社長 宅地造成工事規制区域を確認すること ○ ○

2 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請
急傾斜地の崩壊による
災害の防止に関する法律

知事等 支社長 急傾斜地崩壊危険区域を確認すること ○ ○

32　大気汚染防止法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ばい煙発生施設設置（使用、変更）届出書
大気汚染防止法第６条第１
項

都道府県知事 支社長 ばい煙を大気中に排出する場合 ○ ○

2 特定粉じん排出等作業実施届出書
大気汚染防止法第18条第
15項

都道府県知事 支社長 石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合 ○ ○ ○ ○

33　砂防法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
砂防指定地内制限許可申請
（砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等）

砂防法４条 知事等 支社長 砂防指定地を確認すること ○ ○

34　都市緑地法等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 緑化率適合証明等申請書
都市緑地法施行規則第25
条

市長 支社長 ○

2 緑化施設適合申請 都市緑地法施行第25条 市長 支社長 ○

3 緑化計画書、完了届
都・府・県
緑化関連条例

都府県知事 支社長 ○

4 緑化計画書、完了届
市・23区
緑化関連条例

市長、区長 支社長 ○

5 緑化計画書 みどりの条例 区長 支社長 ○

6 「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届 保存緑地・保存樹関連条例 市長 支社長 ○

7 街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書 街路樹整備関連条例 市長 支社長 ○

35　電気事業法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 工事計画（変更）届出書 電気事業法第48条第1項 産業保安監督部 支社長
受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施
設

○

2 使用前安全管理審査申請書
電気事業法第50条の2第3
項

産業保安監督部 支社長
受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施
設

○

3 自家用電気工作物使用開始届出書 電気事業法第53条 産業保安監督部 支社長 譲り受け又は借受けた場合等 ○

4 受電届 電気使用制限等規則7条 産業保安監督部 支社長 受電電力3,000kW以上 ○

5 工事計画届出書（ばい煙） 電気事業法 経済産業局 支社長 ○

36　放送法・有線電気通信法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
変更登録申請書
（登録一般放送事業者用）

放送法第130条第1項・放送
法施行規則第140条第1項

関東総合通信局 理事長
引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、
廃止

○

（注意）引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。

2 一般放送の設備設置及び業務開始届
有線電気通信法第３条第１
項及び第２項並びに放送法
第133条第１項

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの以外（ビル陰共聴等）

○

3 一般放送業務開始届書 放送法第133条第１項 各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの

○

4 一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書
有線電気通信法第3条第3
項及び放送法第133 条第２
項

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの以外（ビル陰共聴等）

○

5 一般放送業務開始届出書記載事項変更 放送法第133条第２項 各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの

○

6 一般放送の設備及び業務廃止届出
有線電気通信法施行規則
第５条及び放送法第135条
第１項

各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの以外（ビル陰共聴等）

○

7 一般放送の業務の廃止届出書 放送法第135条第１項 各総合通信局 支社長
引込端子の数が51から500までの設備で、同一構
内に設置するもの

○

8 有線電気通信設備設置届・事項書
有線電気通信法第3条第1
項及び第2項

各総合通信局 支社長
引込端子の数が50以下の設備（集合住宅共聴施
設を除く）

○

9 有線電気通信設備変更届
有線電気通信法第3条第3
項

各総合通信局 支社長
引込端子の数が50以下の設備（集合住宅共聴施
設を除く）

○

10 有線電気通信設備廃止届
有線電気通信法施行規則
第5条

各総合通信局 支社長
引込端子の数が50以下の設備（集合住宅共聴施
設を除く）

○
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37　紛争予防条例関連の届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
紛争予防条例関連
標識設置届

中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する
条例

都道府県知事、市
長等

支社長 ○

2
紛争予防条例関連
計画書

中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する
条例

都道府県知事、市
長等

支社長 ○

3
紛争予防条例関連
説明等報告書

中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する
条例

都道府県知事、市
長等

支社長 ○

4
紛争予防条例関連
意見対応報告書

中高層建築物の建築に係る
紛争の予防と調整に関する
条例

都道府県知事、市
長等

支社長 ○

38　測量法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 測量標・測量成果の使用承認申請 測量法第26条、30条 国土地理院の長 支社長 ○

2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長 ○

3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長 ○

4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長 ○

5 公共測量成果の使用承認申請書 測量法第44条 測量計画機関 支社長 ○

6 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣 支社長・理事長 ○

39　廃棄物等に関する届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 焼却炉撤去（ダイオキシン類）
ダイオキシン類対策特別措
置法

知事等 支社長 ○

2 廃掃法関連
廃棄物の処理及び清掃に
関する法律

環境大臣等 支社長・受注者 ○

40　エネルギー関連の届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 特定建築物省エネルギー計画届出書
ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化に
関する法律

都道府県知事
所管行政庁

支社長 ○ ○ ○

2 届出書（省ｴﾈﾙｷﾞｰ措置）
ｴﾈﾙｷﾞｰの使用の合理化に
関する法律第75条第1項

都道府県知事 支社長 ○ ○ ○

41　大店立地法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 大規模小売店舗新設計画概要書
大規模小売店舗立地法第5
条

都道府県 支社長、設置者 ○

2 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長 ○

42　ガス等に関する届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 支社長 ○

2 液化石油ガス設備工事の届出書
液化石油ガス法第38条の10
第1項

都道府県 支社長 ○

3 高圧ガス製造許可申請書、製造届 高圧ガス保安法第5条1項 都道府県知事 支社長
電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある
場合など

○

43　水質汚濁防止法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1
水質汚濁防止法に基づく届出（特定施設設置届、特定施設の構造等の
変更届、期間短縮の申請 等）

水質汚濁防止法 知事等 支社長 ○

44　廃棄物の発生抑制再利用による原料及び適性処理に関する条例に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 廃棄物保管場所等設置届
廃棄物の発生抑制再利用
による原料及び適性処理に
関する条例

区長 支社長 ○

2 廃棄物管理責任者選任届
廃棄物の発生抑制再利用
による原料及び適性処理に
関する条例

区長 支社長 ○

45　電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出
電線共同溝の整備等に関
する特別措置法

道路管理者 支社長 ○

46　都市公園法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長 ○

2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長 ○

47　森林法に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 森林法関係届出 森林法10条の２ 知事等 支社長
地域森林計画の対象となっている民有林を確認
すること

○

48　長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 認定申請書
長期優良住宅の普及の促
進に関する法律

所管行政庁 支社長 ○

49　その他 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 行政財産使用(変更)許可申請書 地方自治法第238条の4 支社長 ○

2 行政財産使用料減額(免除)申請書 支社長 ○

3 固定資産等現状変更工事実施承認申請書 支社長 ○

50　その他条例等に基づく届出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1 境界確認書 条例 市長等 支社長 ○

2 境界査定願い 条例 市長等 支社長 ○

3 東京都環境確保条例116条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届 都条例 都知事 支社長 ○

4 東京都環境確保条例117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届 都条例 都知事 支社長 ○

5 工事監理者及び工事施工選任届 条例 建築主事 支社長 ○

6 公有土地水面使用届出 条例 知事等 支社長 ○

7 緑化協議申出書 条例 市長等 支社長 ○

8 砂防指定地内行為協議書 条例等 知事等 支社長 ○

9 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長 ○

10 地下水保全条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○

11
東京都環境確保条例８９条に基づく指定作業場設置（変更）届（自動車
駐車場20台以上）

都条例89条 都知事 支社長 ○

12 都市公園条例に基づく申請及び届出 条例 区長等 支社長 ○

主に該当する
職種

設計者
記入欄

建設業者
記入欄

届出者
記入欄

No. 届出等書類名称 根拠法令 提出先 提出者
適用にあたっての

留意事項
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資材 空調用機器 46 吸収冷温水機 判断の基準を満たさない吸収冷温
水機（備考に掲げる除外品を除く）

台

47 氷蓄熱式空調機器 判断の基準を満たさない氷蓄熱式
空調機器（備考に掲げる除外品を
除く）

台

48 ガスエンジンヒートポンプ式空気
調和機

判断の基準を満たさないガスエンジ
ンヒートポンプ式空気調和機（備考
に掲げる除外品を除く）

台

49 送風機 判断の基準を満たさない送風機（備
考に掲げる除外品を除く）

台

50 ポンプ 判断の基準を満たさないポンプ（備
考に掲げる除外品を除く）

台

配管材 51 排水・通気用再生硬質ポリ塩化ビ
ニル管

判断の基準を満たさない排水用硬
質塩化ビニル管

m

衛生器具 52 自動水栓 便所洗面に判断の基準を満たす水
栓を採用していない工事

工事数

・判断の基準を満足する資材を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない資材のみを使用した場合に
は「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも使用していない場合
は、両方に「０」を記載する。）

53 自動洗浄装置及びその組み込み
小便器

小便器を資材として使用する工事
のうち、判断の基準を満たす小便器
を採用していない工事 工事数

・判断の基準を満足する資材を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない資材のみを使用した場合に
は「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも使用していない場合
は、両方に「０」を記載する。）

54 洋風便器 大便器を資材として使用する工事
のうち、判断の基準を満たす大便器
を採用していない工事

工事数

・判断の基準を満足する資材を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない資材のみを使用した場合に
は「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも使用していない場合
は、両方に「０」を記載する。）

コンクリート用型枠 55 再生材料を使用した型枠 類似品等の特定は困難

工事数

・工事数については、判断の基準を満足する当該工法を使用した場
合には「特定調達物品等」に「１」を記載し、それ以外の場合は「０」
を記載する。

建設機械 － 56 排出ガス対策型建設機械 判断の基準を満たす建設機械の使
用を義務づけていない工事

工事数

・判断の基準を満足する建設機械を使用した場合には「特定調達物
品等」に「１」を、判断の基準を満足しない建設機械のみを使用した
場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも使用していない
場合は、両方に「０」を記載する。）

57 低騒音型建設機械 判断の基準を満たす建設機械の使
用を義務づけていない工事

工事数

・判断の基準を満足する建設機械を使用した場合には「特定調達物
品等」に「１」を、判断の基準を満足しない建設機械のみを使用した
場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも使用していない
場合は、両方に「０」を記載する。）

工法 建設発生土有効利用工法 58 低品質土有効利用工法 粘性土等の低品質土が発生する現
場において再利用できる工種等が
ある工事において新材を購入する
工事

工事数

・判断の基準を満足する工法を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替の工法
のみを使用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも
使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

建設汚泥再生処理工法 59 建設汚泥再生処理工法 当該現場において発生した建設汚
泥の産業廃棄物処理を行い、購入
土又は発生土を用いた工法

工事数

・判断の基準を満足する工法を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替の工法
のみを使用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも
使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

コンクリート塊再生処理工法 60 コンクリート塊再生処理工法 当該現場において発生したコンク
リート塊の産業廃棄物処理を行い、
購入コンクリート又は他工事におい
て発生・再生処理した再生骨材等を
用いた工法

工事数

・判断の基準を満足する工法を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替の工法
のみを使用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも
使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

舗装（表層） 61 路上表層再生工法 ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

工事数及びm2
・工事数については、判断の基準を満足する当該工法を使用した場
合には「特定調達物品等」に「１」を記載し、それ以外の場合は「０」
を記載する。

舗装（路盤） 62 路上再生路盤工法 ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

工事数及びm2
・工事数については、判断の基準を満足する当該工法を使用した場
合には「特定調達物品等」に「１」を記載し、それ以外の場合は「０」
を記載する。

法面緑化工法 63 伐採材又は建設発生土を活用し
た法面緑化工法

判断の基準を満たさない法面緑化
工法

工事数及びm2

・判断の基準を満足する工法を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替の工法
のみを使用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも
使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

山留め工法 64 泥土低減型ソイルセメント柱列壁
工法

判断の基準を満たさないソイルセメ
ント柱列壁工法

工事数

・判断の基準を満足する工法を使用した場合には「特定調達物品
等」に「１」を、判断の基準を満足しない特定調達品目の代替の工法
のみを使用した場合には「類似品等」に「１」を記載する。（いずれも
使用していない場合は、両方に「０」を記載する。）

目的物 高機能舗装 65 排水性舗装 ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

m2

66 透水性舗装 ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

m2

屋上緑化 67 屋上緑化 ある条件下で必要とされる場合に調
達するものであり、類似品等の設定
は困難

m2
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別添様式第２２-１号(ﾎ)

独立行政法人都市再生機構 西日本支社

支社長 殿

受託者 住所

氏名 （印）

契約名称：

　令和　　　年　　　月　　　日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり

業務の一部を再委託したく、契約書　第　　　条　第　　　項 に基づき申請するので、

手続き方お願いします。

　再委託の相手方 　〒　　　　-

　再委託業務の内容 　上記業務の

　再委託業務の契約 千円 （契約金額に対する比率 ％）

　予定額 　※見積書を添付

　再委託を行う必要性 　（再委託する必要性）

　及び

　再委託の相手方の

　選定理由

　（再委託の相手方の選定理由）

　　　令和　　　年　　　月　　　日

再 委 託 （ 変 更 等 ） 承 諾 申 請 書

項目 申請内容

　（住所・氏名）
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別添１

対象歩道橋一覧
No. 橋梁名 団地名 所在地 供用開始年 上部構造形式 橋長（ｍ） 全幅員（ｍ） 桁下条件

①
東豊中第二橋
（ひがしとよなかだいにはし）

東豊中第二 大阪府豊中市東豊中町5丁目2 1966 鋼溶接橋 I桁 25.4 2.7 団地内道路

②
新多聞第４歩道橋
（しんたもんだいよんほどうきょう）

新多聞 神戸市垂水区本多聞４丁目 1976 鋼溶接橋　鋼桁橋（その他） 15.0 3.6 一般道路（市道等）
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東豊中第二団地
所在地： 大阪府豊中市東豊中町五丁目2

別添２－１

東豊中第二橋
（ひがしとよなかだいにはし）
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新多聞団地
所在地：兵庫県神戸市垂水区本多聞四丁目

別添２－２

新多聞第４歩道橋
（しんたもんだいよんほどうきょう）
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点検調書（その１）　橋梁の諸元と総合検査結果

- -

東豊中第二橋は、団地内道路を横架する橋長25.40mの3径間鋼溶接橋 I桁（非合成）ﾗｰﾒﾝ橋である。1966年（昭和41年）竣工から約53年が経過している。

・

・ 鋼桁上フランジ部、橋脚鋼材、橋脚添接ボルト部において、塗装劣化、鋼材に腐食が見られる。

・ 橋台竪壁部、橋座部に伸縮部からの伝い水により橋座部に漏水跡が見られる。

・ 橋脚斜材固定部のコンクリートにうきが生じている。

・ 高欄に軽微な塗装劣化が見られる。気象などによる経年劣化である。

・ 地覆部に遊離石灰を伴うひび割れが生じている。乾燥収縮によるひびわれに湿気等が浸透し、コンクリートのｾﾒﾝﾄ質を分解流出させたものと思われる。

また、高欄柱部付根部において、やや大きいひび割れ（幅10mm,L=0.3ⅿ）が生じている。高欄支柱部からの荷重、乾燥収縮の拡大などによる。

・ アスファルト舗装にひび割れが生じている。気象条件などによる経年劣化である。

別添２－３

所在地
自 大阪府豊中市東豊中町5丁目2

橋梁位置
緯度

至 大阪府豊中市東豊中町5丁目2 経度

支社 橋梁コード 8003橋 梁 名 東豊中第２橋
フリガナ ﾋｶﾞｼﾄﾖﾅｶﾀﾞｲﾆﾊｼ 路線名 －

管轄

西日本

34°47′49″ 東豊中第2 団地 調書更新年月日 2019年12月31日

135°29′18″

供用開始日 1966年 橋長 25.4ｍ 活荷重･等級

交
通
条
件

調　査　年

台
交　通　量

大型混入率 ％

ｔ

－ 昼間１２時間

不明      等橋 適用示方書 昭和39年

地覆幅

0.35ｍ －

地覆幅 中央帯
中央

分離帯
歩道幅 車道幅･車線 車道幅･車線 歩道幅

上部構造形式 鋼溶接橋 I桁（非合成）
幅
員

全 幅 員 2.70ｍ

有効幅員 2.00ｍ 2.0ｍ － － － 0.35ｍ

基 礎 形 式 橋台：RC杭基礎　橋脚：直接基礎 海岸からの距離 1km以上 備考

下部構造形式 橋台：控え壁式　橋脚：鋼製脚 総径間数 3 桁下条件

総
合
検
査
結
果

床版の剥離・鉄筋露出はほとんど補修済みである。一部軽微な鉄筋露出（0.1ⅿ×0.05ⅿ）がある。乾燥収縮によるひび割れの発生、ひび割れ幅の拡大、地覆部からの漏水、湿気の浸透、鉄筋の
腐食、膨張などによる鉄筋露出である.

対策区分（判定区分）としては、Ｂ　である。床版に一部軽微な鉄筋露出があるが、前回調査による剥離・鉄筋露出はほとんど補修済みである。鋼桁上フランジ部、橋脚鋼材、橋脚添接ボルト部
において、塗装劣化、鋼材に腐食が見られ、また、地覆部に軽微な遊離石灰を伴うひび割れが生じているが、現時点では構造物全体に影響する損傷ではない。橋梁全体として、直ちに補修するほ
どの緊急性はなく、構造物の安全性が著しく損なわれることはないと判断し、対策区分（判定区分）は　Ｂ　とする。また、第三者へ影響する損傷はない。

団地内道路 荷重制限
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点検調書（その１）　橋梁の諸元と総合検査結果

- -

 本橋は、新多聞団地の市道を横架する橋長14.95ｍの1径間鋼溶接橋 I桁（合成）橋である。1976年竣工から約44年が経過している。

・ 鋼桁、横桁に軽微な塗装劣化が見られ、一部腐食している箇所がある程度で大きい塗装劣化はない。前回の塗装工から21年経過している（1999年2月）。塗装の損傷は前回調査とほとんど進行はない。

・ 鋼床版に軽微な塗装劣化が見られ、一部腐食している箇所がある程度で大きい塗装劣化はない。橋面からの漏水に起因する要素が大きい。

・ 竪壁側面のひびわれに遊離石灰が生じている。経年による雨水の浸透による。

・ 沓座モルタルが下フランジに接触している。また、沓座モルタルにひびわれが生じ、欠損している箇所がある。

・ 排水管が一部塗装劣化、腐食している箇所がある。

・ 高欄に軽微な塗膜劣化、腐食箇所がある。

別添２－４

所在地
自 神戸市垂水区本多聞4丁目

橋梁位置
緯度

至 神戸市垂水区本多聞4丁目 経度

支社 橋梁コード 8017橋 梁 名 新多聞第4歩道橋
フリガナ シンタモンダイ4ホドウキョウ 路線名 －

管轄

西日本

34°39′27″ 新多聞 団地 調書更新年月日 2021年1月29日

135°03′01″

供用開始日 1976年4月 橋長 14.95ｍ 活荷重･等級

交
通
条
件

調　査　年

台

－ 昼間１２時間
交　通　量

ｔ

上部構造形式

不明 等橋 適用示方書 昭和42年 道路橋示方書

地覆幅 中央帯
中央

分離帯鋼溶接橋　鋼桁橋（その他）
幅
員

全 幅 員 3.60ｍ 地覆幅

有効幅員 3.00ｍ 0.30ｍ

歩道幅 車道幅･車線 車道幅･車線 歩道幅

1径間 桁下条件 一般道路（市道等）

3.00ｍ － － － 0.30ｍ －

総
合
検
査
結
果

対策区分（判定区分）としては、Ⅱ-　である。鋼材に一部塗装劣化、腐食が生じている程度で、前回調査とほとんど進行は見られない。他に損傷があるものの現時点では補修するほどの緊急性はな
く構造物の安全性が低下することはないと判断し判定をⅡ-とする。ただ、鋼材の塗装劣化は橋面からの伝い水に起因する要素が大きく、舗装改良工、防水工が望まれる。

大型混入率 ％

基 礎 形 式 直接基礎 海岸からの距離 備考 荷重制限

下部構造形式 控え壁式橋台 総径間数

- 33 -


